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農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

農
地
中
間
管
理
事
業
の
実
施
地
域
を
農
業
振
興
地
域
の
区
域
内
か
ら
市
街
化
区
域
外
に
拡
大
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

二

農
地
中
間
管
理
事
業
規
程
の
都
道
府
県
知
事
認
可
の
要
件
と
し
て
、
貸
付
け
が
見
込
ま
れ
る
遊
休
農
地
の
所
有
者
等
に

対
し
当
該
遊
休
農
地
の
解
消
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
三
項
関
係
）

三

農
地
中
間
管
理
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
貸
付
け
に
つ
い
て
、
機
構
に
よ
る
利
害

関
係
人
へ
の
意
見
聴
取
を
義
務
付
け
た
上
で
農
用
地
利
用
配
分
計
画
（
以
下
「
配
分
計
画
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
及
び
利

害
関
係
人
か
ら
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
意
見
書
の
提
出
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

四

機
構
が
配
分
計
画
の
案
の
提
出
等
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
と
し
て
、
市
町
村
に
加
え
、
農
用
地
の
利
用

の
促
進
を
行
う
者
で
あ
っ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
指
定
す
る
も
の
を
追
加

す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

五

機
構
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
用
地
等
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
借
受
け
と
貸
付
け
を
同
時
に
行
う
場
合
に
は
、
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一
の
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
関
係
）

六

機
構
へ
の
利
用
状
況
報
告
に
つ
い
て
、
毎
年
の
報
告
義
務
付
け
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

七

都
道
府
県
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
対
す
る
農
用
地
等
の
管
理
等
に
係
る
業
務
委
託
に
つ
い
て
は
、
当
該
業

務
委
託
契
約
に
つ
い
て
の
当
該
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
第
二
項
関
係
）

八

農
業
者
等
に
よ
る
地
域
協
議
の
場
に
お
い
て
、
市
町
村
が
農
地
に
関
す
る
地
図
を
活
用
し
て
農
業
者
の
年
齢
別
構
成
等

の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
農
業
委
員
会
が
農
地
所
有
者
の
利
用
意
向
の
提
供

、
委
員
及
び
推
進
委
員
の
当
該
協
議
へ
の
出
席
等
の
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

第
二

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正

一

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
を
農
地
中
間
管
理
事
業
に
統
合
一
体
化
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
十
一
条
の
十
五
ま
で
関
係
）

二

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
農
業
経
営
を
営
む
農
業
者
の
農
業
経
営
改
善
計
画
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
が
認
定
事
務
の
処
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
の
二
関
係
）
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三

農
業
経
営
改
善
計
画
に
農
地
所
有
適
格
法
人
に
出
資
し
て
い
る
会
社
の
役
員
が
出
資
先
の
農
地
所
有
適
格
法
人
の
役
員

を
兼
務
す
る
こ
と
を
記
載
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
農
業
経
営
改
善
計
画
に
つ
い
て
市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は

、
当
該
役
員
は
農
業
の
常
時
従
事
者
た
る
役
員
と
す
る
措
置
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
二
項
関
係
）

四

青
年
等
就
農
資
金
に
つ
い
て
、
そ
の
償
還
期
限
を
「
十
二
年
以
内
」
か
ら
「
十
七
年
以
内
」
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、

政
府
が
行
う
公
庫
に
対
す
る
利
子
補
給
金
の
支
給
可
能
年
限
を
「
十
五
年
度
以
内
」
か
ら
「
二
十
年
度
以
内
」
に
延
長
す

る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
七
及
び
第
十
四
条
の
九
関
係
）

五

農
用
地
利
用
改
善
団
体
が
、
農
地
の
所
有
者
等
の
三
分
の
二
の
同
意
等
を
得
て
農
用
地
利
用
規
程
に
お
い
て
利
用
権
の

設
定
等
を
受
け
る
者
を
認
定
農
業
者
及
び
機
構
に
限
定
す
る
旨
を
定
め
、
市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
規

程
に
定
め
た
者
又
は
機
構
以
外
に
対
し
て
賃
借
権
の
設
定
又
は
所
有
権
の
移
転
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
市
町
村
に
よ
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
に
制
限
を
課
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

六

農
林
水
産
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
及
び
農
業
委
員
会
が
、
認
定
農
業
者
等
に
係
る
情
報
を
内
部
で
利
用
し
、

又
は
相
互
に
提
供
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
二
関
係
）

第
三

農
地
法
の
一
部
改
正
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一

配
分
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
農
用
地
の
転
用
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
等
の
許
可
を
不
要

と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
関
係
）

二

農
用
地
の
転
用
の
不
許
可
要
件
に
つ
い
て
、
地
域
に
お
け
る
担
い
手
に
対
す
る
農
用
地
の
利
用
の
集
積
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
農
用
地
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
に
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
六
項
及
び
第
五
条
第
二
項
関
係
）

三

一
般
企
業
が
農
地
を
借
り
受
け
た
場
合
に
お
け
る
毎
年
の
利
用
状
況
報
告
に
つ
い
て
、
農
業
委
員
会
に
報
告
先
を
統
一

す
る
こ
と
。

（
第
六
条
の
二
関
係
）

第
四

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

配
分
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
農
用
地
区
域
内
の
農
用
地
等
の
開
発
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県

知
事
等
の
許
可
を
不
要
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

第
五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
一
並
び
に
第
二
の
一
及
び
二
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
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月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
六

経
過
措
置
等

一

第
二
の
一
に
係
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
（
以
下
「
旧
円
滑
化
団
体
」
と
い
う
。

）
が
農
地
売
買
等
事
業
の
た
め
に
買
い
入
れ
た
農
用
地
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
の
施
行
後
速
や
か
に
売
り
渡
す
こ
と

と
し
、
売
渡
し
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
農
用
地
等
に
係
る
農
地
売
買
等
事
業
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

す
る
と
と
も
に
、
農
地
売
買
等
事
業
の
た
め
に
借
り
受
け
、
現
に
貸
し
付
け
て
い
る
農
用
地
等
に
係
る
農
地
売
買
等
事
業

に
つ
い
て
は
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
期
間
満
了
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

二

旧
円
滑
化
団
体
は
、
当
該
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
て
、
農
地

売
買
等
事
業
の
た
め
に
借
り
受
け
、
現
に
貸
し
付
け
て
い
る
農
用
地
等
に
係
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
す
べ
き
旨
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
機
構
が
当
該
申
出
を
承
諾
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
た
と
き
は
、
当
該
権
利
及
び
義
務
が

承
継
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
連
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
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